
 

 

令和８年度「夏の交通事故防止県民運動」実施要綱 

 

第１  目 的  

この運動は、児童、生徒等の夏休みと夏の行楽シーズンが重なり交通事故が発生しやす

くなる夏季において、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を促進し、交通事故の

防止を図ることを目的とする。 
 

第２  期 間 

令和８年７月２１日（火）～７月３０日（木）までの１０日間 
 

第３  主 唱 

山梨県交通安全対策本部・山梨県交通対策推進協議会 
 

第４ 主催機関・団体、協賛機関・団体 

別記１のとおり 
 

第５  交通安全スローガン 

 １ メインスローガン 

   安全の 気づかい乗せて 甲斐の道 

 ２ サブスローガン 

・富士の道 目指そうマナーも 日本一 

・命より 大事な予定 ありますか 

・スマホ見る ２秒の脇見が 命とり 

・飲酒事故 失われるのは 互いの未来 

・守りたい 交通ルールと あの笑顔 
 

第６  重点目標                          

 １  高齢者と子供の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

 ２ 飲酒運転の根絶 

 ３ 自転車等の安全適正利用の推進 

 ４  二輪車の交通事故防止 
     
第７  重点目標に関する主な推進事項 

１ 高齢者と子供の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

高齢者と子供の交通事故防止を図るため、高齢者及び子供の交通安全意識の高揚と 

運転者の保護意識の醸成を推進する。 

(1) 高齢者に対する交通安全教育等の推進 

ア 高齢運転者に対する実技講習、運転適性診断等による指導を徹底するととも 

に、安全運転に支障のある高齢運転者及びその家族などに対し、運転適性相談の

利用を促進する。 

   イ 交通安全教室や各種講習会等において、反射材の活用や自転車利用時の正しい 

交通ルール、交通マナー、自転車の点検整備の励行等について教育及び指導を行 

う。 

ウ 高齢運転者やその家族に対し、申請による免許の取消し制度（自主返納制度） 

を周知するとともに、代替交通手段の確保及び支援制度の充実に向けた取組を推 



 

 

進する。   

(2) 高齢者の交通事故実態の周知及び啓発活動の推進 

ア 横断歩行中の事故や夜間の事故が多い実態について周知し、具体的な事故防止

  対策の理解促進を図る。 

イ 加齢に伴う身体機能（瞬発力・判断力）の低下が運転に与える影響について周

  知する。 

ウ 高齢者は軽微な衝突でも重大事故につながるおそれがあることについて広報啓

  発を行う。 

(3) 子供に対する交通安全教育等の推進 

ア 幼児・児童に対し「４つの約束」(｢飛び出しはしない｣･｢道路で遊ばない｣･

｢右側を歩く｣･｢横断歩道を渡る｣)を徹底する。 

   イ 家庭や学校において、保護者等による日常的な交通安全教育を推進するとと 

    もに、幼児・児童への教育を促す取組を推進する。 

   ウ 通学路等の危険箇所について関係機関が連携し、交通環境の整備、交通安全ボ 

ランティアの活用及び交通安全教育の推進等、問題解決に向けた取組を効果的に 

実施する。  

(4) 高齢者と子供に対する保護意識の高揚 

ア 「見る」「止まる」「ゆずる」３るーる励行運動等を通じて、運転者には思

いやりのある運転の励行を促し、高齢者や子供の歩行者・自転車利用者を見か

けた場合は減速、徐行、一時停止を心がけるよう、交通弱者への保護意識の徹

底を図る。 

また、歩行者に対しては、交通ルールの遵守、とりわけ高齢歩行者には自身

の身体機能の変化等を認識した安全な道路の横断方法について実践を促し、運

転者・歩行者双方に効果的な広報啓発を実施する。 

イ 子供に対する「一声運動」を積極的に展開するとともに、街頭における保護

誘導活動を実施する。 

(5) 反射材の効果の周知及び着用の促進 

(6) 老人クラブや子供クラブ等における交通安全活動の推進 

(7) 安全運転サポート車の普及推進 

  「衝突被害軽減ブレーキ」や「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」等の先進安全 

技術が搭載された「安全運転サポート車」の普及については、関係機関・団体が連 

携して推進する。 

 

２ 飲酒運転の根絶 

    重大事故に直結するおそれのある飲酒運転の根絶に向け、家庭、学校、職場及び地 

域が一体となり、次の事項を推進する。 

(1) 飲酒運転の根絶に向け、市町村及び関係機関・団体が連携した広報啓発等の取組

を推進する。 

   (2)  ｢飲酒運転四ない運動｣(運転するなら酒を飲まない、運転する人には酒を飲ませ 

ない、酒を飲んだら運転しない、酒飲み運転を許さない)を強力に推進する。 

(3) 飲酒運転の危険性及び罰則規定について、あらゆる媒体を活用した広報等によ 



 

 

り周知徹底を図る。 

(4) 飲酒運転の取締りを強化する。 

(5) 運転者に対するアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認及び業務におい

  て自動車を使用する者に対するアルコール検知の徹底を図る。 

(6) 飲食店における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進

   を図る。 

  

３ 自転車等の安全適正利用の推進 

  自転車等利用者の交通安全意識の高揚を図り、交通ルールの遵守と交通マナーの 

  向上を目的として、次の項目を推進する。 

(1) 自転車の交通ルール遵守と新たなルールの周知 

ア 車道通行の原則、車道は左側通行、歩道は歩行者優先等の「自転車安全利用 

五則」に則った通行方法及び自転車通行空間が整備された箇所における通行方法

の周知と遵守の徹底を図る。 

イ 信号の遵守や交差点での一時停止及び安全確認のほか、夜間の無灯火走行、飲

  酒運転、二人乗り、傘差し等の片手運転、イヤホン等を使用した運転、並進の禁

  止等、交通事故防止のための基本的な交通ルールの周知と遵守の徹底を図る。 

   ウ 道路交通法の一部改正により、令和６年１１月１日から施行された自転車に対 

する制度（ながらスマホの禁止、酒気帯び運転に対する罰則の創設）について、 

広報啓発を推進する。 

エ 道路交通法の一部改正により、令和８年４月１日から施行された自転車に対す

  る新たな制度（交通違反に対する反則金制度〔青切符制度〕）について、市町   

村、学校その他関係機関と連携し、交通ルール遵守の徹底に向けた広報啓発を強

  力に推進し、県民への周知を図る。 

(2) 自転車利用者の乗車用ヘルメット着用と安全確保 

ア 全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメット着用の必要性及びその被害軽 

減効果に関する理解の促進を図るとともに、努力義務化を踏まえた着用の徹底に

向けた広報啓発を推進する。 

イ 夜間におけるライト点灯の徹底及び自転車の視認性を向上させるための反射 

    材用品等の取付けを促進する。 

   (3) 自転車損害賠償責任保険等への加入の促進について、周知及び指導の徹底を図 

る。 

   (4) 特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 

   ア 特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの周知及び遵守の徹底並びに被害 

軽減のためのヘルメット着用を促進する。 

   イ 特定小型原動機付自転車の利用者に対し、販売事業者及びシェアリング事業者 

等と連携した安全利用に関する広報啓発を推進する。 

 

４  二輪車の交通事故防止 

二輪車の利用が増加する夏季において、二輪車利用者の交通安全意識の高揚を図る 

ことを目的として、次の事項を推進する。 



 

 

(1)  二輪車利用時の交通ルールの遵守及び正しい交通マナーの実践の推進 

   ア 交差点における徐行、一時停止及び安全確認の徹底 

   イ カーブにおける安全速度の遵守 

   ウ すり抜け走行、左側追い越し、路肩走行等の危険性の再認識 

   エ ヘルメットの正しい着用の徹底及びプロテクター装着の促進 

  (2) 二輪車の安全利用に関する広報啓発活動の推進 

   ア  二輪車事故の特性を踏まえた事故防止に関する広報啓発 

      ・交差点及び交差点手前では、脇道から進入する車両に注意し、追越しを行わ 

ないこと 

      ・カーブでは手前で減速し、適切なブレーキ操作及びシフトダウンを行うこと 

      ・交差点以外でも、駐車場から出入りする車両等に注意すること 

      ・渋滞車両の切れ目では、進入車両に注意すること 

      ・雨天時はスリップしやすいため、路面状況（橋のつなぎ目、ペイント等）に 

注意すること 

  イ 二輪車事故の発生原因、傾向及び多発ケースに関する情報提供 

    ウ 若者や免許取得後間もない運転者に対する安全運転教育の推進 

  (3)  二輪車の点検整備等、適正な保守管理の促進 

  (4) ８月１９日は、１９８９年に政府総務庁（現、内閣府）交通安全対策本部が制定 

した「バイクの日」であることから、関係機関・団体等が連携して二輪車事故防 

止対策を実施する。 

     

第８ 運動の実施要領 

運動の実施に当たっては、第６及び第７に掲げる重点目標及び推進事項の趣旨が、幼児 

から高齢者まで広く県民各層に浸透し、交通事故防止が図られるよう、次の事項に従い効

果的に運動を展開する。 

 １ 主催機関及び団体は、相互に連携を密にし、それぞれの組織の特性に応じて地域住 

民が参加しやすい実施計画を定め、創意工夫を凝らした取組を実施するとともに、そ

の具体的内容を管下の機関・団体に周知徹底する。    

また、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、広報車、地域ミニコミ紙等の各種

広報媒体を活用し、広報啓発活動を積極的に展開するとともに、マスメディア等に対

する情報提供を行い、交通安全意識の高揚を図る。  

２ 市町村の交通対策協議会等は、主催及び協賛の機関・団体をはじめ、本運動の推進

に関連する機関・団体との連携を密にし、地域の実情に即した住民の提案や発意を活

かした実施計画を策定し、これに基づく主体的な活動を推進するとともに、早期に推

進体制を確立する。    

また、市町村広報紙、広報車、地域ＣＡＴＶ、防災無線等を活用し、地域住民に対

する広報啓発活動を展開し、交通安全意識の高揚を図る。  

３ 協賛機関及び団体は、主催機関及び他の協賛機関・団体との連携を密にし、本運動

の趣旨等について組織の末端まで浸透を図るとともに、それぞれの特性を活かした交

通安全活動を積極的に実施し、地域と一体となった県民総ぐるみの運動を展開する。 




